
米国特許侵害訴訟の制度と実務
～法廷実務家による解説～

※知的財産のスペシャリストをクリエイトする※

知 的 財 産 研 究 セ ン タ ー

１月 ２３日 以降にキャンセルされた場合、

参加料は理由の如何を問わずご請求させていただきますので
予めご了承下さい。

開催場所：

一般社団法人発明推進協会
研修ルーム

東京都港区虎ノ門2-9-14
発明会館ビル7階

参加料：

一般：9,000円

会員：7,000円 (消費税込）

平成２５年１月３０日（水） 14：00～ 17：00

講師：萩原弘之 氏 ロープス＆グレー外国法事務弁護士事務所

（Ropes ＆ Gray東京事務所 知財訴訟部パートナー）

米国特許弁護士

米国特許侵害訴訟制度と実務は、米国民事訴訟実務の中でも、
より複雑で、対応には実務に精通した専門家が必要です。また、制
度と判例の変化のスピードが早く、常にフレキシブルに対応する必
要があります。

今回は、最前線で実務をされているエキスパートから、制度の基本
と最新のトレンドについて、実例を交えながら、明快に的をついた
解説をして戴きます。

スペシャル講座

定員
４０名
■ 申込方法・お問い合わせ先

・当推進協会HＰ(http://www.jiii.or.jp)もしくは
ＦＡＸにてお申込みください。

◆検索ワード⇒

一般社団法人 発明推進協会 知的財産研究センター
研修チーム

TEL：03(3502)5439
FAX：03(3506)8788

E-mail：kouza-form@jiii.or.jp

JIII 検 索
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